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スコットランド長老派教会の成立に

関する一考察

飯島啓二

はじめに

カルヴァンの教義にもとづくプロテスタント教会が，西ヨーロッパにお

いて，スコットランドほどナショナノレな規模と性格とをもって出現した国

は，他に例をみないであろう。イングランド人にとっては家庭が城である
( 1) 

といわれるが，スコットランド人にとっては「教会（Kirk）が城」であり，

教会は国王といえども容啄できぬ城砦として確立したのである。

ところで，スコットランド長老派教会はいつ成立したのであろうか。通

説によれば， Uョン・ノックス (JohnKnox, 1513?-1572）の名を冠して

記念さるべき， 1560年の宗教改革により，スコットランド長老派教会は成
(2) 

立したとされる。

しかしながら，この通説は正しいであろうか。真の意味での長老派教会

は，宗教改革より約20年後の1580年前後，アンドルー・メ Jレヴィ Jレ（An-

drew Melville, 1545-1622）の活動の下に，はじめて成立したと考えられ

る。本稿においては，従来の通説を批判し，ノックスの影響下に成立した
( 3) 

教会は長老派教会ではないことを論証し，あわせて，メ Jレヴィルの活動IC

少しく触れておきたい。かかる主張を，次の二点より明らかにするのが本

稿の意図である。

I 教会制度

JI 「教会と国家」諭
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註

(1) B町 r,]., The Scottish Covenanters, 1947. p. 249. 

（到 ここでは邦語文献を引用しておく。 「蘇格蘭ではノックスの熱誠と奮闘とによ

って徹底した長老主義（Presbyterianism）の国民的教会を創設し」（石原謙「基

督教史」増訂版岩波書店 1951年 247頁〕「スコットラy f＇にはカルゲァシ

の最も忠実な遵奉者ジョ Y ・ノックスが典型的な長老教会を創始し」（福田正俊

「基督教史」基督教講座第十巻新教出版社 1953年 84頁）「ノックスはス

コットラシドの宗教改革を成功に導き，スゴットラシド長老教会をカノレゲァシ主

義の城砦として確立させた。」（松田智雄「宗教改革」至文堂 1961年 180頁）

(3) ただし，ノックスの影響下に成立した教会が，カノレゲァシの流れをくむ改革派

教会ではない，と言おうとしているのではない。広い意味での教義面についてい

えば，ノックスらにより作成された「スヨットラγド信条」は， :)JNずァシの教

義の要約であり（Brown,P. H., John Knox, 2 vols, 1895. vol. I p. 122 

及び Mackie,J. D., John Knox, 1951. p. 16. 参看），それはJ.;v.；！ィノレの指

導下に成立した教会によっても継続受容されている。

教会制度

教会制度の面からノックスの教会を検討するにあたって，まずはじめに，

どのような制度・組織が出現していれば，長老派教会が成立したといいう

るか，というメルクマーJレを指摘しておこう。私は，次の二点を長老派教

会組織の特徴と考えている。

(A〕 牧師の問に完全な平等の事態が出現していること

(B) 教会集会（または，教会法廷〉のヒエラJレヒーが春在すること

「牧師の平等」とは，教会内の教職者間に監督・支配の関係がなく，教

職積層制（ヒエラJレヒー〉の在在していないことをいう。具体的にいえば，

ビショップ・監督の如き優越的な階位が，教会内部に全く在在しない事態

をさす。

第二の「教会集会のヒエラルヒー」とは，具体的には， kirksession, 

presbytery, provincial synod, general assemblyの四重の組織をいう。

すなわち，長老派教会においては教会秩序の維持，規律・監督の実施など

の権限は，ビショップや監督の如き個人には存せずして，牧師と長老より
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なるコミティに属する。これらのコミティは，教会内における決議機関・

執行機関であふかつまた，教会内部での司法権をも行使したから，教会

集会（churchassembly），あるいは，教会法廷（churchcourt）と早

称されるのである。

上に挙げたごつのメルクマーJレによって，ノックスの指導下に出現した

教会を検討する。

(A) 「牧師の平等」

「牧師の平等」という観点からノックスの教会を眺める時，この基準に

あわないごつの重要な現象が寄在するととに気付く。それは，次の如きも

のである。

(1) ノックスの教会には，その成立当初から監督（superintendent）な

るものが存在したこと

(2) ノックスの生存中に，彼の教会にはビショップが出現したこと

(Tulchan Bishopと厚称される〉

最初に（！）の監督の職務について検討し，その地位の存在が長老主義制度

と共存しうるか否かについて考察してみよう。

1559-60年のスコットランド宗教改革戦争の際、ロョン・ノックユらの

改革者たちは，摂政太后メアリー・オブ・ギーズ（Maryof Guise）に対

する戦いの渦中に，Lordsof the Congregationの委託をうけて「〈第一〉

規律の書」（Bookof Discipline〕を作成した。この文書の第五項（ー〉
( 2) 

（ご〕（三〉において，監督の設置の件が規定されている。

この規定に従って1560年代のはじめに設けられた監督に関し，従来，この。

職務は， 「彼らの兄弟ら（＝牧師〉に優越する地位を有していない」，ある
(3) 

いは， 「多大の金銭上の利益を得ていない」とか， 「特別の栄誉を賦与さ

れてh怠い」，と解釈されてきた。更にまた，この監督の職務は，宗教改

革直後のスコットランドの特殊な情勢に応じて考案された一時的な容在で
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あって，ノックスらの改革者には，この職務を恒久化する意図はなかった
( 5) 

と考えられて来た。

これらの通説的見解は正しいであろうか。

(a) まず，監督の地位が，一時的なものであったか恒久的なものであ

ったかという問題に関しては，近年，エディンパラ大学の G・ドナJレドス

ンが， 「一時的制度説」の誤りを論証した。同氏の所説は次の如きもので

ある。 (1）一時的制度であるという説には，当時の資料の裏付けがない。

べ2) 当時の資料の或るものは，明白に「一時的制度説」とは一致しない。

’特に「監督の顧慮なくしては」教会は「規律と，教義の統ーとを保持」で

きない，という趣旨の一文はその好例である。（Registerof the Kirk 

'Session of St. Andrews; i, 75.) (3）「規律の書」第五項（ー〕の，監督

4設置の趣旨を説明する“mostexpedient for this time”という諮句を

"expedient叩 lyfor a time”と解釈して，監督の職を一時的なものと
(6) 

みなすことは誤りである，と。

宗教改革期には，ヱピスコパuーに対する否定的見解が一般に広く支持

されたにもかかわらず，「敏良な，すなわち，プロテスタントに改宗したピ

ーショップまたは監督」（godlyor reformed bishop or superintendent) 

の存在に対する信頼があったとみることができょう。カルヴァンも，敬度
(7) 

なビショップの寄在には同意したといわれる。スコットランドにおいては，

ローマ・カトリック教会の怠惰な司教を dumbdogs, idle beilie として
( 8) 

程蔑しているが，ノックスその他の改革者らは，敬度なビショップを容認
(9) 

し℃いた。ところで，のちに再びふれるように， 60年代のはじめアンガス

(Angus）の監督に任じられたロョン・アースキン・オブ・グン Gohn
(10) 

:Erskine of Dun）は， 「ピショップと監督とは全く同ーの職務である」

という見解を表明しており，かつまた，この10；ノョプと監督とを同義語化

する意見が，当時の，スコットランドの一般的見解を代表していたと考え

、られる。従って，宗教改革期のスコットランドにおいては，監督の職務は，

何ら奇異の感なく受容され，また，その職務の脊続に関して特殊の時間的
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iliU約を設けることなく容認された主みることができる。このゆえに，宗教

改革期の60年代のはじめには，次の世代の長老主義者たちの主張する，「牧

師の平等」という原理は知られていなかったのであるロ以上の記述よりし

て， 「規律の書」に規定され，かっ，実際に設置された監督の制度を一時

的なものとみなすことは，後の長老主義者 fおよびその同調者〉のよみこ

みといわねばならぬ。

〔b〕 次に，監笹は，一般の牧師を監督する権限ならびに牧師に優越す

る地位を保持していなかったであろうか。

「規律の書」の規定，ならびに，当時の実際上の活動よりして，監督は，

牧師・勧告者（exhorter）・語読者（reader）の任職誌験と任命の際に，

指導的役割を果したことが指摘されねばならない。 「規律の書」によると，ー

牧師の任臓は，会衆による選挙・学識者による試験及び公けの任命という
(11) 

過程よりなると規定されているが，乙のプロセスにおいて，監債は大きな

権限を行使している。すなわち，もし会衆による選挙が40日以内に実施さ
〈辺〉

れぬ場合には，牧師の任命権は監督とそのカヲンシノレによって行使される。匂

また，選挙後の誤験は， 「もっともよく改革された都市，すなわち，監督

の都市」においておこなわれる。任命は，民衆の同意と，試験のために任
(13) 

命された学識者の承認よりなり，誠験委員は監督から委任されるのである。吋

もっとも， 1559-61年の，監督の職務が未だ制度化されぬ時期には，上
(Ill 

に記述したような過程をへずに牧会活動を開始した牧師の例がみられるー

しかしながら，このような任職方法のJレースな時期はまもなく消滅した。

61年1月末，一部のプロテスタント貴族は， 「規律の書」を承認した際，

監督が資格なしと認めた説教者を，語読者の地位に格下げすべきことを定一
(15) 

めている。その後，とれに引続いて，監督の権限を一層明確にする処置が

とられ， 「規律の書」によって真に意図されていたと思われるととがらが

実行にふされた。すなわち，（ー〕 ファ与フ（Fife）に監督が設置される
(15) 

と，同監督区内の牧師任職試験の期日と場所は，監督によって指定された。

（ご） 1562年6月の改革教会総会（generalassembly〕にiおいては，学
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識者の助言によって監督が実施するところの牧師任職獄験と任命に関し，

明白な規則が作成された。更に，同年12月の総会により，監督によって実

主面される任職誠験及び任命をうけぬ者は，牧会活動を禁じられる旨が定め
(17) 

られた。（三〕 任命式には，監督の出席は不可欠となっていったのに対し，
(18) 

一般の牧師の参加は必ずしも必要ではなく，また， 1567年以降豊富になる

牧師任職に関する資料よりして，監督は，通常，誌験と任命に関L，ただ
(19) 

ひとりその権限を行使するに至っている。

上に列挙した事実よりして，監督が実際上牧師の任命に関し，強力な権

主肢を保持していたことが看取されるであろう。

第三に，監督は，牧師及び教区民の生活を監督する権限をもっていたこ

とが指摘されねばならぬ。この章の註（2）に記述したように， 「規律の書」

の規定によると，監督は，視察を行い，牧師の生活・勤勉度・行状並びに

教会の秩序・民衆の生活態度を監察し，貧民への救与，青少年に対する教

導などの極めて広範な権限を所有している。更に，監督の権限を明らかに

すると思はれる資料を列挙してみよう。 「規律の香」が審議されてから二

年後の， 1562年6月の改革教会総会においては， 「牧師は監督の正当な全
〈回）

ての勧告に服す」ベきことが定められた。またキャノンゲイト〔Canongate〕

教区の記録によると，監督は， 1年にほぼ2回視察を行って総会を召集し，！

その総会において，牧師・長老・執事ならびに会衆の行状の審査を行って
(21) 

いる。その際，監督に服従しないと矯正の措置をうけるが，これは最終的
(2]) 

には停職叉は解任を意味するのである。資料の示すところによれば，監督
(23) 

は独自の権限で，牧師・調読者を停職・解任することができた。更に，監

督は規律の実施面においても霊要な役割を果しており，信徒の破門には監
(21) 

督の承認が必要であったといわれている。

監督の第三の権限として， 「規律の書」には明白な規定はないが，司法

権を挙げることができる。例えば， 1561年3月，監督の任命と同時に，離

婚問題に関する決定権が，ロシアン（Lothian）監督たるヲョン・スポティ
(25) 

ズウッド (JohnSpottiswoode〕に与えられた。また1563年の改革教会総
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会はずカーク・セッションが離婚問題を扱うことを禁止し，その権限の行
(26) 

使を，監督及び監督によって委任される人々にのみ制限した。他方， 1561

年3月のスポティズウッドに対する枢密院のコミションに示されている如

く，監督裁判所（superintendent’scourt〕なるものも存在した。 これは
(27) 

監督区内の主要都市のカーク・セッよノョンによって構成されている。

以上述べた事態よりして，監督は，監督制度（episcopalsystem〕にお

けるピショップ，あるいは，長老制度におけるプレズピテりが行使してい

た行政・規律・司法面にわたる諸権限の大部分を所有していたと判断して
(28) 

主いであろう。単に，監督と一般の牧師の聞には権限の相臭ーがあるだけで

なく，監督の職務については神の保証があると考えられている。ウィンラ

ム（Winram）がファイフ監督に就任した際， 「監督の顧慮なくしては，

教会を急建設立するととができず，また規律と，教義の統一とを保持する

ことができない0 ・ ・イエス・キリストとその使徒より，われわれは，人
(29) 

人をその任務につかせる命令権と範例とを与えられている」との表明がな

されている。また， アンガス監督たるアースキンは， 1571年， ビショッ

プ叉は監督よれ牧師を任命・監督する権限を奪うととは「ピショップの

臓をとり去る乙とであり，教会にはピショップが存在しなくなってしまう

…。それは，神が教会内に定め給うた秩序を変更し，廃止することとな
悶＂l
若乃と述ベている。当時にあっては，監督が牧師に優越する地位を持つと

とは神の言に反する，という思想はなく，また長老主義的な意味における

牧師の平等という観念も存在Lなかったとみねばならぬ。従って，監督が

一般の牧師に優越する地位を占めていなかったとする通説的見解は，正鵠

をえているということはできない。

Cc〕最後に，監督の尊称ならびに給料について触れておきたい。通説

によると，監督は，栄誉的な称号をもたず，一般の牧師にまさる収入をも

与えられていないとされるが，これも正しくないといわねばならぬ。先に

ふれた如く「ビショップと監督とは全く同一の職務である」との見解を保

持していたアンガス監督は， dominussuperintendensまたは my lord 
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(31) 

superintendentという称号を付されているロ監督の給料も当時の基準よ

りLて極めて家者であれ一般牧師の年給平均が100ポンド以下であるに
〔32)

対L，監督のそれは500ないし700ポンド，もしくはそれ以上であった。

以上のベ来ったことを一言にしていえば，ノックスの影響下に設立され

た教会の監督は，ビショップに類似した存在である，ということである。

当時，ビショップなる用語を使用しなかったのは，ビショップといえばロ

ーマ・カトリック教会の怠惰な司教を連想するために，乙れを避けたとみ

るべきであろう。従って，監督は一般の牧師に優越する階位を形成してお

り，牧師の平等という事態は出現していなかったと結論せねばならぬ。
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制 Calderwood,History of the Kirk of Scotland, vol III, p 160. (Dickinson, 

W. C.,Andrew Lang, John Knox and Scottish Presbytenanism, 1952. p. 32. 

による）

ljJ) Knox’s History, vol. II. pp. 283-5, 322 

｛母 ditto.

(13) Donaldson, The Scottish Reformation, p.119.参照。

幽例えば，会衆D招請によって，直ちに牧師になった例がある。Knox＇’sHistory, 

vol.II. p.321.あるいは叉，貴族・パロY ・都市委員が主要都市町牧師を任命し

た例もある。ジョシ・ノックスはそのひとりである。 1b1d.,vol I p 334. 

的 ibid.,vol.II. p.288. additioとして「規律白書Jに追加された。

側 Donaldson,The Scottish Reformation, p 120.多看。

日町 ditto. 

(Uj Knox’s HIStory, vol目II.p. 276.参看。

Oro Donaldson, The Scottish Reformation, p 120. 

閲 1b1d'p.121. 

白日 ditto 

~~ ditto. 

a$ ditto. Paul Methvenの場合は，甚だしいスキャシFルの故に，改革教会総

会において裁判にふされたが，宣告は，エディ Yパラ監督とそ司法廷へ送付され

ている。

凶 ibid.,pp.123-4. 

E日 ibid.,p.122. 

唱団 ditto.ただし， 1564年はじめ， commissarycourt of Edinburghができ，こ

れが王国内全ての離婚問題を扱うこととなれこの面における監寄り権限は消滅

した。しかし，こり後も，重要性のうすい結婚問題は監督によって扱われた。

ibid, p.123. 



23S 

屯明 ib,d., p.123 

悦 ，b,d• p.124参照。

官自 ibid • pp 124-5. 
唱団 ibid • p. 125. 
自11 ibid., pp 125-6. 

（剖 Dnnaldson,Common Errors, p.14. 

次に（2）の TulchanBishopについて検討する。

1559-60年の宗教改革戦争において，大多数の封建貴族国が，反カトリ

ック的行動にふみきったのは，カトリック教会の所有する広大な土地を獲
(1) 

得せんがためであった。スコットランド宗教改革は，イングランドのそれ
(2) 

が monarchicであるに対L,baronialであるといわれる所以である。従

って，改革戦争がプロテZ タント側の勝利に帰すると，カトリック教会財

産の処理の問題に関し，貴族らの発言権が増大し，加えて，王家・改革教

会・カトリック聖職者・パロン・レアード層などの利害がからんで，この

財産処理の問題は複雑な政治問題と化した。

さて， 1560年5月に作成された「規律の書」において，ノックスらの改

革者は，修道院の temporalityを除くカトリック教会の全収入を，改革
(3〕

教会のために要求した。すなわち，司教区の temporality は，監督の扶

持と大学の維持費として用い，教区の収入ほ，牧師の扶持に使用しようと
(4) 

したのである。しかしながら，すでに実質的に教会財産のかなりの部分を
( 5) 

獲得してしまっていた貴族層から，その不正所得を奪い，これを改革教会

の用に供することは，当時の政治情勢からして実現困難であった。従って，

ノックユの案は実施不可能であれ少壮貴族メイトランド・オブ・レνン

グトン（Maitlandof Lethington）が， 「規律の香」をもって「敬昆なる
(6) (7) 

イマヲネイション」と評したのは，正鵠をえているといってよい。

60年8月の宗教改革議会は，カトワック教会を廃棄し改革教会を成立せ

しめたけれども，改革教会の財産問題には全く触れるところがなかった。

しかし，プロテスタント貴族らの意向により，受議聖職者〔beneficed
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.clergy〕にしてプロテスタントに改宗した者は，その収入をもって改草教

会の牧師を援助するならば，終生，聖職践を受けてもよいとのとりきめが
( 8) 

行なわれた。牧師に対するこのような給料支払方法は，ある程度実施され

たが，との方法は，カトリック教会財産の処理について根本的解決をもた

らさなかった。特に， 61年8月，ヵトリシズムを信奉する女王メアり｛．

スチュアート（MaryStuart）がフラン1より帰国して，宗教改革戦争推

進の中核をなしていた Lordsof the Congregationの支i'iil権が終駕する

と，司教は再び聖職糠の所有権を主張するに至った。

かかる事態に対L，宗教改革議会において多数をしめ，プロテスタンテ

イズムの動向に強い関心を示L，これを支持していたパロン・レアード腐

は，）枢密院に対して請願を行い，改革教会の牧師の扶持に関する法令の制

定を要求した。枢密院も，牧師の扶持に関して何らかの処置をとらざるを

得ず，受蔽聖職者と協議した結果， 62年2月，改革教会の牧師の扶持と，

赤字に悩む主家財政の救済というこ重の目的のために，受誠聖職者が聖職

践の三分のーを供することを決定し，同時に，聖職議の旧所有者の終生所
(11) 

有権が明白に保持された。これ以降およそ60年間，改革教会の唯一の収入

源となり，また，その金額の僅少のゆえに，改革教会の組織化をおくらせ，

牧師をほとんど貧民の地位に陥しいれた「聖職棟三分のー供出制」（Thirds

・of Benefice）が発足した。かかる決定に対L，成立まもない改革教会の

最高の指導者ノックスは，説教壇から攻撃と非難のことばをあびせかけて

いる。 「三分のこが悪魔に与えられ，残りの三分のーは，神と悪魔とに分
(12) 

割されるであろう」と。

さて「三分のー供出制」は一時的方便であり，教会財産所有権の最終的

帰属については全く触れなかったため， 60年代のうちに早くも新たな問題

が生じ，その結果，タノレチャン・ビショップの設置という現象があらわれ

たのである。 60年の宗教改革議会において，カトリシズムの廃棄が決定L,

当然司法制度も法的には消滅したが，カトリック聖職者の聖職蔽終生所有

権を承認したため，実質的には，大司教・司教・修道続長などの議会出席
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権は認められていた。しかし，司教などの補充と，議会における宗教身分

の補充は認められなかったから，時の経過とともに，彼らの数も漸減した。

司教らの減少によって，所有者のいなくなった聖職線をいかに処置するか，

同時に，議会における宗教身分の欠をいかにして補うかが，大きな政治問

題となったのである。時IC；；；ェイムズ六世は幼少であり，園内にはメアリ

ー支持者およびカトリック貴族が議動しており，政治的統一の実現せぬ時

期に，宗教身分の廃止という，議会の根本的変革を断行することは危険な

仕事であった。そのため， 71年議会は，改革教会の意向を無視して，ご人

のプロテスタントを，宗教身分の欠を補うために任命した。改革教会はこ

れに抗議したが， 72年1月，妥協が成立し，枢密院と改革教会の委員がり

ースに合同委員会を開き，リース協約（Concordatof Leith＇〕を締結した。
(13〕

これによれ改革教会は，主教下修道院長などの存続とその議会出席権と

を承認し，他方，枢密院は，貴族らによって推挙された主教が教会の審査
(11) 

をうけ，かっ改革教会総会に服することを認めた。スコットランドは，宗

教改革後わずか12年にして主教制度を持つに至ったが，教会総会の権限に

服する主教を承認するという事態のうらには，これによって，カトリック

教会財産を相続しようとの改革教会の悲願がかくされていたのである。お

なじ年8月，パースに関かれた教会総会はとれを承認♂）ノックスも同意
日勺

した。しかしながら改革教会の希望はかなえられなかった。当時空席にな

内ていたセント・アンドル｛ズ大主教区の聖職禄を獲得しようとしていた

そートン伯〔Earlof Morton〕は，直ちに行動を開始し， クョン・ダグ

ラス〔JohnDouglas〕を大主教に推挙するとともに，就任のあかつきに

は，聖職線の一部を自己に納付するようダグラスと密約を結んだ。モート

ンのこの処置に引続いて，圏内各地の有力な貴族らは，相次いで空席の主

教区を自己の手中に収め，自らパトロンとなって所謂タルチャン・ビショ

ップを設置した。タJレチャンとは，仔牛の皮に棄をつめ，これを牝牛の乳

房にあてて搾乳を助長するために使用した仔牛模型のことである。モート

ンらによって設置された主教を，世上タJレチャンになぞらえて，かく調し
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fこのである。
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上に記述した過程を経て，ノブクスの教会にあっては，主教が出現した

のである。この主教は，既述のごとく，改革教会総会に服する名目的な主

教であり，改革教会の行政・司法・規律面における権限を所有するもので

はない。しかしながら，ノックスおよびユゴットランド教会が，主教とい

うタイトJレの出現を懲認しているから，当時にあっては，長老主義的教会

制度確立の意図がなかったと判断せざるをえないのである。

註

,1) この点については，一般的に承認されている。例えば， Lee,M., James Ste-

wart, Earl of Moray. A Political Study of the Reformation in Scotland, 

1953. pp.22-23.参看。この点は，教会史家によっても強調されてし喝。 Cun

ningham, J., The Church History of Scotland, 2 vols, 1882. vol I p. 279. 

イ＇2) Grant, I. F., Social and Economic Development of Scotland before 1603, 

p 234. 

・{3）修道院（｝） temporality It，もはや回復不可能とみたからであろう。 Burleigh,

op. cit., p.176.参着。

,(4) 「規律四番」第五項「牧師自給与，ならびに教会に正当に所属する地代と財産

の分配に関して」 Knox’sllistory, vol. !I. pp. 288-302. 

~51 カトリック教会財産は，宗教改革前において，様々のかたちで分割・盗用され

てしまっている。そり一例としてゴメ Y！／＇ム制度を挙げることができる。 Grant,

op. cit , pp. 222-3.参看。

〈回 Kn位’sHistory, vol !, p. 344. 

。）改革者らは「規律白書jが議会によって批准されることを求めたが， 1561年1

月になり :;1Yずェ Yi/ョYによって拒否されてしまった。こり事件は，議会と改

革教会自分離を示すものとして，特に重要視されるべきである。 Rait,R. S. and 

Pryde, G S, Scotland, 2nd ed ,1954 p 53 しかし，この直後プロテスタ

シト貴銭りうち34名が，個人の資格において，この書を支持しこれに署名した。

Knox’s History, vol.I, p. 345. 

(8) Donaldson, G. ed., Accounts of the Collectors of Thirds of Benefices 

1561-1572, 1949. ix. 

。） こり問題は，スゴクトラシド宗教改革を理解するための基本問題であるから，

別oコ機会に論じたい。

t的 Knox’sHistory, vol. I, p. 360. 

(ll) ibid., vol. II, pp. 28-9.および Actof the Privy :council relating to the 
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τhirds of Benefices. (Knox’s History, vol. II pp 331-2に収録〕参看。

仰 Knox’sHistory, vol II, p 29. 

ω本稿においては， Pーヌ協約以降，改革教会内に出現した bishopを「主教j

と訳出L，カトリック教会の「司教」と区別する。

{l~ Mathieson, W L , Pohtics and Religion, a Study in Scottish History 

from the Reformation to the Revolution, 2vols ,1902. vol.I, p.288.および

Donaldson, Scottish Reformation, p 166 

悶 Mathieson,op. cit., vol I, p. 289. 

間新しい協約に対して，ノックスが敵意を持っていたと判断される材料は，

Richard Bannatyneか JamesMelvilleのものした間接的資料であり，ノック

ス自身の手になるものは，これに好意的であるといわれる。 Donaldson,Scottish. 

Reformation, p.170.また，ノックスカミパース給会にあてに書簡参照。 Lamgr 

D. ed , The Works of John Knox, vol. VI. pp 619-21. 

なお，乙ここでノックスのピVョップ観を述べておこう。ノックスがローマ・カ

ト日ッタ教会の司教を否認したのは，彼らが富裕にして；怠陪，かつ堕落していた

がためであれ彼が，ジョツ・ダグラスのセシト・ 7Yドルーズ大主教就任に反

対したのはその老齢と無能のゆえであり，ピVョップ制そのものに反対であった

のではなし、。 Dickinson,W. C., Andrew Lang, John Knox and Scottish. 

Presbyterianism, pp. 31-2.および Donaldson,Scottish Reformation, p 168. 

ならびに Brown,P H., John Knox, vol !, pp 92-3, vol. II, pp. 278-9.参看。

聞具体例については， Grant, op cit., p. 241 および Donaldson, Scottish 

Reformation, pp.172-3.参看o

us 当時のープロデス；$＇ y f TこるAdamsonは，誤刺して次の如くいっている。「三

種類のピγヨヅプが存在している。 MyLord Bishopと MyI心rd’sBishopと

The Lord’s Bishopであるjと。 Cunningham,op cit , vol. I, p. 343.第ーの

ピVョップはカト日夕ク教会の司教であり，第三のそれは「福音の哀の役者（え

きしゃ）」を指すが，第二は，貴族によって設置された主教，すなわちタノνチャ

y.ピVョップをいう。

もっとも，タノレチャン・ピVョップは必ずしも新奇なものではないといわれる。

Donaldson, Common Errors, p 15あるいは， Do田 1血on,Scottish Reforma 

tion, pp. 39-40.参看。

くB）「教会集会のヒエラルヒー」

次に，教会集会のヒエラJレヒーの観点、よりノックスの教会を検討する。

教会集会の四重の組織のうち，教会統治の点よりして最も重要なのはプ



スコットラシド長老派教会の成立に関する一考察 243 

レズピテリである。ヒエラルヒーの下部より二審目に位置するこのプレズ

ピテリこそ，長老派教会の中核といっても過言ではない。ところで，ノッ

クスの教会においては，プレズピテリを全く欠いておれこれが出現する
(1) 

のは，〆Jレヴィ Jレの指導下， 1580年代のはじめである。規律の実施，教会

秩序の維持の中核的機関であるプレズピテリを欠く場合，われわれは，そ

の教会を長老派教会と厚ぶのを爵踏せざるをえない。

四重の組織のうち，プレズピテリを除いた他の三つの機関の名称は，ノ

ヅクスの教会にも存在している。しかし，それらの機関の実質は，のちの

教会集会のそれと甚しく異っており，それらを長老派教会の機関とみなす

ことはできない。

まず，改革教会総会（generalassembly〕についてみると， 1560年代

につくられた教会総会は，一世代後に実現した長老主義制度のそれと異っ

ている。教会総会の初期の歴史は，資料欠如のため必ずしも明確でないが，

確実にいいうる己とは， 60年代の教会総会の構成メンパーが，当時のスコ

ットランド身分制議会のそれと類似していることである。第一の構成身分

は貴族とパロンであるが，彼らは，教会の長老，あるいはなんらかの教会

機関の代表としてではなく，単なる個人の資格で出席している。第二の身

分は都市委員（burghcommission町s）であり，彼らも教会機関によっ

て選出されるのではなく，都市の市参事会から派遣されているにすぎない。

第三のそれは，牧師であるが，その人数は前二者よりも遥かに僅少である。

牧師が教区教会を離れることは容易ではなく，彼らが教会総会に出席する

のは，個人的に関係ある仕事があってか，または監督によって出席を命じ

られた者かのいずれかである。例外的には，都市の市参事会が，牧師を都

市の代表として派遣する場合も容在した。その上，牧師の出席権に関して

は明確な規定がなかったL，その出席も信徒らによって選任されたもので
( 2) 

もなかったのである。

上の事実よりして， 60年代の教会総会は，後$，メJレヴィノレの教会理念

をもりこんだ「第二規律の書」の規定の如き，シノァドより選ばれた牧師
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( 3) 

；と長老の機関ではない。教会総会発生のプロセスよりみれば，それは，教

会の独立を志向して設置されたものではなく， 1559-61年の時期，臨時政

府の役割を果した greatcouncil of the realmの発展したものである。

乙の councilに牧師が参加することにより，教会総会に発展誌大したも
(4) 

のであるといってよい。従ってこの教会総会は，改革教会の害在を容認す

る godlyprinceを欠如する時期のスコタトランドにおける godlyestates 

としての役割を果していたのである。かくして， 1567年，カトリック女王

メアりーが廃位せしめられ， godlyprinceたるヲェイムズ六世が即位す

ると，改革教会の必要性が，当時の人々により疑問視されたのはいわれな
( 5) 

きことではない。

次l乙，教会総会のほかに，シノッドおよびカーク・セッションが存在す

る。名称のみから判断すると， 1580年代以降に成立した長老主義が，すで

にこの時期に出現していたかの如くみえるけれども，内実は異っている。

すなわち，シノッドは監督に従属する機関であり，構成メンパーは監督区

内の牧師および長老か執事である。一見したところ，純粋な教会機関の如

くみえるが（特に改革教会総会に比し〕， 60年代においては長老は世俗宮克
( 6) 

によって選ばれているから，長老主義的教会集会とみなすことはできない。

カーク・セッションについても同様である。それに参加する長老と執事は，
(7) 

世俗官吏によって任命されたものにすぎない。

教会集会たるコ Eティの実情が叙上の如くであるから，監督の存在とあ

わせ考えると， 60年代に出現したスコットランド教会は， 「エピユコパシ
( 8) 

ーとエラスタス主義によって色づけられたコングリゲイシヲナリズム」で

あるとの批評は，きわめて適切な表現といえよう。

註

(1) Lord Balfour of Burleigh, The Rise and Development of Prsbyeterianism 

in Scotland, 1911. p. 67. 

(2) Donaldson, The Scottish Reformation, pp.140-142. 

。：） Dickinson, W. C and Donaldson, G. ed , A Source Book of Scottish 

History, 3vols., 1954-9. vol.Ill, pp.23-4. 参看。ただし「第二規律の書j
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D規定では， presbyteryを欠いており，これが設置され始める白は， 80年代で

ある。

但） Donaldson, The ScoWsh Reformation, p.143. 

(5) Donaldson, G., Scotland-Church and Nat10n through Sixteen Centuries, 

1960. p.62. 

（日 Donaldson,The Scottish Ref，。rmation,p.147. 

廿・） ditto. 

(8) ditto 

「 教会と国家」論

長老主義の「教会と国家」論が，厳密にいかなるものであるかを定義す

ることは困難な問題であるが，ととでは，ノックスとメルヴィルの「教会

と国家」論を対比させておこう。

1560年の宗教改革から， 1689-90年の草命にいたる約130年間のスコッ

トランド史は，抗争と動乱の連続であれ特に1638年から51年にわたる時

期は，イングランドの革命と密接に関係して，内乱の様相を帯びるに至っa
ている。との動乱は，原理的にみれば教会と国家との対立であれ更に「

長老制神授論」と「王様神授論」との対抗であったのである。

さて「長老制神授論」を提唱し，教会と国家との対立をひきおとした理

論の首唱者はメルヴィルである。しかし，この首唱者をノククスであると

する通説が存在するゆえ，先ずとれを批判訂正しておきたい。 ζの適説を

もっとも集約したかたちで発表したのはA・ラングである。彼は「129年
(I) 

聞の不穏・内苦L・迫害をひきおこした」元兇がノックスであるとの見解を，

ノyクス生誕四百年記念に際L，その著「yョン・ノックスと宗教改革」

において公表した。しかしながら，一世紀以上にわたる教会と国家との対

立をひきおとした理論の先導者が，ノ yクスであるとする「ノグクス伝説J

は誤りである。ノ yクスは大陸亡命中に公けにした幾つかのパンフレット

において，また宗教改革後，カトリック女王メアリーとの会見において，
( 2) 

「抵抗権神授論」を主張している。との主張のゆえに，彼は前記の元兇と
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誤認されている。けれども，ノックス理論にもとづくレジユタンスは，あ

くまでも不敬度な君主にむけられるのであり，敬度な君主の統治下にあっ

ては，教会と国家との分離あるいは抗争の惹起することはありえない。こ

のノックス理論は，いわば「教会と国家の合一論」といわれるべきもので

ある。合ー論は，ノックスらの作成にかかわり， 1560年の宗教改革議会に
(3) 

よって承認された「スコットランド信条」のうちにもあらわれているが，

もっとも適切な例は「規律の書」にみられる。 「規律の書」においては，

改革教会の牧師と監督の任命権は世俗権威（civilauthority〕に委ねられ
( 4) 

ており，これは後述するように，スコットランド長老派形成の中核的思想

となったメルヴィル理論とは対量産的なものである。この合一論は単に理論

としてとどまったのではなく，実行にもふされたのである。すなわち，宗

教改革戦争の終吉をしるしづける，イングランドとフランスの関のエディ

ンパラ条約締結直後，貴族・パロン・都市委員は，牧師を均等に国内に配
( 5) 

置する仕事を委ねられている。また， 1561年のはじめに，ロシアンとファ

イ7の監督選出のため選挙許可命令を発したのは枢密院であった。〉改革教

会の初期の教会総会においては，貴族・パロンおよび都市委員は，数1；：＿，お

いて牧師を凌駕していたことも看過されるべきではない。したがって，教

会権威と世俗権威との分離の思想は，ノックスには疎遠であり，敬鹿な君

主と，イエス・キリストを告白する民衆の下にあっては，教会と国家とは
(7) 

ーつの基督教共同体の二つの側面にすぎなかったのである。前に述べた「

リース協約」も， 「スコアトランド信条Jのことばを用いて表現するなら

ば， 「宗教の保持と浄化とは，第一にかつ根本的に，国王・君主・統治者
( 8) 

・官憲に属する」ことを認めたのであり，従って，ノックスの教会にあっ

ては， 「この王国内の教会は，われらの主権者たる国王陛下の権威に従順
( 9) 

にして，かっ，思想健全な牧師によって奉仕されることが肝要である」と

いうことが，論理的帰結であったといってよい。メックスの教会組織にお

いては，スコットランド教会とイングランド教会との合同は可能であった
(10) 

かもしれぬとさえいわれる所以である。
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これに対L，ノックス亡き後，スコットランド教会の指導者となった〆

Jレヴィルの「教会と国家」論は， 「第二規産事の書」に明白にもりとまれて

いる。メノレヴィ Jレは，フランス・ヨュネーヴにおける10年間の研修を終え，

1574年故国に帰ると，直ちに「長老制神授論」を唱えて，エピスコパシー

の攻撃を開始した。そのかたわら，教会統治のプランの作成にも従事し，

彼の意向をもりこんだ原案が， 78年4月のヱディンパラ教会総会で承認さ

れた。とれが，それ以降，スコットランド教会によって公認の教会統治政

策とみなされた「第こ規律の香」である。この香の第一項は， 「教会とそ

の組織」を規定しており，いわゆる「教会と国家との分離論」が明確なか

たちで展開されている。 ζのメノレヴィ Jレの分離論においては，教会と国家

とが一つの基督教共同体の二つの側面であるという思惣は，もはや全くみ

られない。すなわち「教会のこの権力と組織は，その本質において，あの

世俗権力とよばれ，コモンウェJレスの世俗政府に属している権力と組織と
(Jl) 

は区別される」「教会権力は，直接，神と！中保者イエス・キリストより出

で来れかつ笠的であり，地上には世俗の首長を持たず，神の教会の霊的
(12) 

な壬と統治者を持つのみである」といわれる。これはノックスの抱懐して

いた思想とは対際的なものであり，メJレグィルの思想においては「敬虚な

君主」が統治するといなとにかかわらず，教会と国家との分離は必然であ

った。メJレヴイ Jレの教会組織にあっては，教会に対する国王の至上権の承

認や，イングランド教会との合同は全く不可能である。いな，それを志向

することさえ「サタンのわざ」とみなされた。

「第三規律の書」の採択は，メノレグィル理論の勝利であれ改革教会内

のメルグィ Jレ派の勝利である。これに対L，世俗権力の所有者は，教会を

支記するにはエピスコパシーをもって有利とみなし，おびやかしと懐柔の

手段とをもってメノレヴィルを屈伏させようとした。メルグィ Jレは，その長

い生涯において二人の強力な権力者と対抗する号とになるが，そのひとり

摂政モ一トンは， 77年末，メルヴィルを召喚し， 「汝のごとき者半ダース

を絞首刑に処するか国外に追放しなければ，乙の国に平穏はないである
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〈引と激怒し，難詰した。しかし，メルグイ Jレの理論と態度は， 80年代に

教会内にメルヴィル理論に批判的な穏健派が発生しても変らず， 97年以降

穏健派の支配が成立しても修正されない。 1596年，彼はもうひとりの強力

な支配者国王と会見した。すなわち，ヲェイムズ六世の，カトリック貴族

に対する寛大な態度を非難するため教会より派遣されると，王の干由をとら

えて「神のいやしいしもベ）：＇j(God's silli vass と呼びかけ，有名な

「二つの王国論」を展開した。そして，スコットランドには，二人の主と

三二つの王国とが害在すること，その一つは「王であるイエス・キリストと

その王国である教会であり，ヲェイムズ六世は，その王国の臣民であり，

Jその王国にあっては，彼は国王でも主でも首長でもなく，単にその一員に
(15) 

すぎない」ことを主張した。

メルヴィルの主張した，この「長老制神授論」「教会と国家との分離論J

f二つの王国論」が， 17世紀の，教会と国家の対立を生み，同時に長老制

とエピスコパシーの抗争をひきお乙したのである。メ Jレヴィルの挑戦の内

に，国主権への脅威をよみとった少ェイムズ六世は，エピエコパシーのう

ちに，換言すれば，国王によって任命される主教のうちに，国王の教会支

配の可能性を見出し，エぜ只コパシーをもって国王権のー支柱としようと
(16) 

試みたのである。“Nobishop, no king.”はその表白である。

以上が，ノックスの「教会と国家の合一論」およびメルヴィルの「教会

と国家との分離論」の大要である。もしも，国家権力から独立している点
(17〕

に，カJレヴァン派教会の特質があり，さらに，それが長老派教会の特徴で

あるとするならば，メルヴィル理論乙そ長老派教会の「教会と国家」論と

呼ぶにふさわしいであろう。事実， 17世記の闘争において，長老主義者た

ちが理論的武器として装備したのはメルヴィル理論て、あった。

註

(1) Lang, A , John Knox and the Reformation, 1905. p. 73 

{2）その主張の例主2, 3挙げておく。「civillawによる法令D全てが，合法にし
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て正当であるのではなく，また，不敬度な人々が叛逆なりと主張することの全て

が，神白前で罪あるのではない。J(1554年5月10日付，ディエップよりイ yグラ

シドり信徒宛書簡。 Lamg, ed, The Works of John Knox, vol III, p 236.) 

「彼ら E臣民平信徒〕を救うために（たとえ王や皇帝に反抗することになろうとも〉

生命を賄けるべきことを，神はあなた方の良心に向って語りかけ給うている。」

(57年10Jl27日付，ディエップよりスコットラシド貴族宛書簡。 Knox’sHistory, 

vol. I, p.135.〕61年9月，女王メ79ーとの第一回会見において，「臣民は君主

に抵抗してもよいのか」という女王の問に対L，ノックスは，「もし君主がその限

界をこえるならば......力による抵抗をうけることは疑いないことである」と答え

ている。（ibid, vol II. p 16.) 

刷 TheConfe5'ion of Faith 0)第二四章「官窓について」参看。 (ibid.,vol. IL 

p.271.所載〉

(4) Knox’s History, vol II, pp 287,291,293 

(5) ibid., vol. I, p. 334. 

(6) rbrd., vol II, p 273. 

(7) ところで，ノックスの教会政策は，「規律の書」が貴族らによって拒否されたた

め実施困難となり，夏に1561年，女王メ79-0)帰国により，全面的に実施不可

能となった。 ｝79ーは，カト FVズムの信奉者であり，改革教会D禁圧を企図

していたから，彼女に敬度な君主を期待することができなくなったからである。

しかし， 67年の；7'9ーの廃位により，！JI政マ 9(Moray〕とし、う「敬度な君主』

の統治が実現し，教会と国家との協同が成立した。このため， 72年の日｝ス協約

により，イシグラシド教会に類似した教会の設立が可能となり，この協約は，ノ

ックスの賛同をもうけたのである。

(8）註（日）参看。

(9) Booke of the Unrversall Kirk, vol. I, p. 212. (Dickinson, op. cit, p.17. 

所載〕

側 Dickinson,op. cit., p. 20. 参看。なお， 1572年に採択された，主教就任の際

の Oathof Supremacyには「国王陛下は，世俗白事柄におけると同じく，宗

教の保持と浄化においても，この王国の，唯一の合法的かつ至上の統治者であ

る」との語句がみられる。 SourceBook, vol. III, p. 12. これはイシグラy ドの

Oath of Supremacyを一部変改したものにすぎぬことも注意さるべきである。

(ll) Source Book, vol III. p 22. 

仰 ditto.

03) M’Crie, T., Life of Andrew Melvrlle, 1856. p. 69. 

a~ Wnght, R. S. ed., Fathers of the Kirk, 1960. p. 37. 

師 M’Crie,op. cit., p. 181. 
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制 Wedgwood,C. V ., The Kmg’s Peace 1637-1641, 1955. p. 294. 

仰松田智雄，前掲書， 143頁参看。

おわりに

＂＇ョン・ノックスの影響下に成立した教会は，教会制度の観点、よりみて，

長老派教会とl序ぶにふさわしくなく，むしろ，エピスコパシーへの傾斜を

ふくむものであったといえる。また，ノックスの抱懐していた「教会と国

家」論は，教会の国家からの独立をめざすものではなく，後の長老主義者

たちが理論的武観としたものとは甚だしく異なるものであったのである。

とのような状況下にあるスコットランド教会に対して，激しい攻撃を加

え，長老制神授論を主張したのがアンドルー・メ Jレヴィルである。彼は，

15年8月の教会総会に出席して，エピスコパシーに関する自己の見解を発

表し， 「プレラシー（Prelacy）は聖書に根拠をおいていない。……ピシ

ョップとプレズピター（Presbyter〕なる語は，新約聖書の中ではインタ

ーチェインロして使用されている。エピスコパシー神授論に関するもっと

もポピュラーな論議は，聖書に用いられている原語についての無知に基礎

をおいているのである。福音宣教の役者は，はじめは全て平等であり，ピ

ショップの優越ift,J地位が，神の任命にかかわらず，慣習より発生したこと
( 1) 

は，＂＇ェロームその他の教父の意見であった」として，主教制度を否認し

た。更に，ヲュネーヴとフランスにおける，長老派的平等の光彩を列挙す

るとともに，イングランドのエピスコパシーの諸惑を述べ，スコットラン

ド教会の苦悩を癒す最善・唯一の方法は，プレラシーを廃止し，初代キリ

スト教時代の宣教者の平等と権威とを復活するととであると主張したので

ある。このメ Jレヴィルの主張は注目をあび，彼の発言が契機となって，ヱ

ピスコパシー検討委員会が教会総会の内に設置された。長い検討期闘を経

て，ついに， 1580年7月，ダンディにおける教会総会において，エピスコ
( 2) 

パシー廃棄が決議された。これにより，主教ならびに監督が廃止され，ス
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コットランド教会においては，牧師に優越する全ての階位が否認され，牧

師の平等という原則がうちたてられたのである。

教会集会の面においても，前述の如＜， 78年，ヒヱラJレヒーをもりこん

だ「第二規律の書」が採摂され，プレズピテリを中心として， 80年代に急

速に組織化が進行した。 1592年，いわゆる「黄金法」 (Golden Acts〕が

公布される時期，スコットランド長老派教会は一応完成に達したのである。

「教会と国家」論に関しても，メルヴィルは，教会権威の，国家権力か

らの完全な独立を主張して闘い，スコットランド王国内に一種の霊的王国

を樹立した。もっとも，メ Jレヴィ Jレの建設したとの王国は， 16世紀末から

17世紀初頭にかけての，ヲェイムズ六世の挑戦により崩壊し，それが再建

されるのは， 1638年， 「国民契約」（NationalCovenant〕の成立直後で

ある。

註

(2) M’Crie, op. cit., p 52. 

（司 ibid.,p 54. 

（筆者。希望により英文要約を省略致します一編集委員〕


